
 

  

  令和 3 年 2 月           第 35 号 

      深堀地区ふれあいセンターだより 
 

   発  行 深堀地区ふれあいセンター    所在地 ⾧崎市深堀町 5 丁目 182 番地 

   開館時間 火曜～金曜（9 時～19 時）※月曜休館  電 話 871-2387 

        土曜・日曜（9 時～17 時） 

 

                             

 

 

 

 

この度、長崎市のみを対象とした長崎県独自の緊急事態宣言が発令されたことを受け、深堀地

区ふれあいセンターも貸館のご利用を中止とさせていただいております。 

 

【休館期間】令和 2 年 12 月 29 日（火）から令和 3年 2月 7 日（日）まで 

感染者の発生状況等により、期間は変更される可能性があります。 

 

～学習グループにご登録の皆様～ 

大変ご迷惑をおかけしております。休館期間の終了が決定しましたら、こちらからご連絡をさ

せていただきますので、貸室のご予約は開館以降にお願いいたします。 

 

※図書室は通常通り開室しておりますが、いくつか制限がございます※ 

①マスクの着用をお願いします。 

②入口に消毒液がございますので、ご利用ください。 

③咳または風邪症状のある方の入室は、ご遠慮ください。 

④勉強等による、長時間のご利用はご遠慮ください。 

 

毎日適宜、ドアノブや机の消毒を行っております。 

皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 

1 日でも早く日常生活が取り戻せるよう、今は感染防止に努めましょう。 

ご不明な点がありましたら深堀地区ふれあいセンターまでお願いします。 

 

 

 

1 月 9日、長崎市にとって記録的な積雪があり 

深堀の町も一面真っ白の雪景色になりました。 

家の前には各家庭のさまざまな雪だるまが並び、 

長崎の町では珍しい光景が見られました。 

当館は、安全面を考慮し当日午後から臨時休館 

とさせていただきました。 

今後もふれあいセンターは、悪天候により 

利用者や従業員の安全性の保証ができない際は、 

臨時休館の措置を取ることがあります。 

 

 

2 月 23 日（火）より、連合自治会集会所（旧婦人会館跡）を会場に 

雛人形が展示されます。 

雛人形は全て町内の方に寄贈していただいたものです。 

寄贈してくださった方々に感謝の思いを込めて、 

町全体でお子様の成長と幸せを願いたいと思います。 

展示は 3月 3日（水）までを予定しておりますので、 

是非期間中お越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当ふれあいセンターでの下記催しが中止となり

ます。 

・2月 5日（金）市・県民税の申告（2 月 7日までの開催予定会場は、中止となりました） 

お問い合わせは 市民税課 095-829-1427 まで 

・2月と 3 月のふれあい食事会及び高齢者講座 

新成人の皆様へ 

御成人おめでとうございます。 

長崎市の成人式が無期の延期となった事から、深堀地区の成人式も中止の決断をいたしま

した。新成人の皆様にとっては、一生に一度の大切な節目をこのような形で迎えることに

なるとは想像もしていなかったことと思います。 

成人式を行うことはできませんでしたが、少しでも記念になるものをとの思いから、深堀

地区連合自治会のご厚意で自治会員だけではなく会員外の方にも記念品を贈ることが決ま

りました。お手元に届くのは二月中旬の予定です。 


